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通
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亡
事
故
発
生
に
伴
う
非
常
事
態
宣
言

津
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町
に
お
い
て
、
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年
3
月

日
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ら
続
い
て
い
た
「
町
内
に
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お
け
る
死
亡
交
通
事
故
ゼ
ロ
日
運
動
」
は
、
8
月
8
日
に
発
生
し
た
布
川

の
国
道
2
4
0
号
で
の
町
外
者
の
単
独
死
亡
事
故
に
よ
り
、
2
3
3
2
日

で
途
切
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
9
月

日
に
発
生
し
た
、
活
汲
の
同
国
道
に
お
け
る
衝
突
事

13

故
で
、
町
内
男
性
1
名
が
死
亡
し
、
同
じ
く
町
内
女
性
も
大
怪
我
を
す
る

事
故
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
故
に
よ
り
、
平
成

年
9
月

日
よ
り
続
い
て
い
た
「
町
民
に

18

23

よ
る
死
亡
交
通
事
故
ゼ
ロ
日
運
動
」
は
、
ま
も
な
く

年
と
い
う
節
目
を

10

目
前
と
し
な
が
ら
も
、
3
6
4
3
日
で
途
切
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

尊
い
命
が
、
短
期
間
の
間
に
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
憂
慮
す
べ
き

事
態
で
あ
り
ま
す
。
町
内
に
お
い
て
、
こ
れ
以
上
交
通
事
故
に
よ
る
犠
牲

者
を
出
さ
な
い
た
め
に
、
家
庭
、
地
域
、
職
場
等
で
町
民
一
人
ひ
と
り
が

交
通
安
全
意
識
を
高
め
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
取
組
を
徹
底
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

9
月

日
か
ら

月

日
ま
で
の
間
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「
交
通
死
亡
事
故
発
生
に
伴
う
非
常
事
態
」

を
宣
言
し
ま
す
。

町
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
家
庭
や
地
域
等
に
お
い
て
人
命
尊
重
を
基
本
と
し
、

交
通
事
故
の
要
因
が
運
転
者
は
も
と
よ
り
、
歩
行
者
や
自
転
車
利
用
者
の
法

規
の
軽
視
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
町
民
総
ぐ
る
み
で

「
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
」
と
「
思
い
や
り
の
あ
る
交
通
運
動
」
に
よ
り
、
交
通

事
故
防
止
対
策
を
積
極
的
に
推
進
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成

年
9
月

日
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津
別
町
交
通
安
全
推
進
委
員
会

会
長
（
津
別
町
長
）

佐
藤

多
一

北海道では、女性の結婚、子育て、介護などライフステージや就業、起業など様々な相談に対応する「北

海道女性の活躍支援センター」を開設しています。

この度、オホーツク総合振興局において出張相談会を開催しますのでお知らせします。

日 時 平成２８年１０月２４日（月） 13時５０分～15時３０分

場 所 オホーツク総合振興局 ３階３号会議室（網走市北７条西３丁目）

相 談 員 伊藤順子（株式会社ワタラクシア代表取締役／行政書士）

問い合わせ・予約先 緯０１１－２０４－５７１１ メール：kitanojyosei@sirius.ocn.ne.jp

（問い合わせ時間：月・火・木・金10時～16時、水・土10時～13時）

ɟ自分の趣味・特技を生かして起業してみたい。

ɟ育児にひと段落がついたので仕事をしたいけれど、しばらく仕事をしていなかったので自信がない。

また、どうやって仕事を探せばよい？

ɟ市民活動に参加してみたいけどどうしたらよい？

※北海道女性の活躍支援センターの取組について、詳しくはホームページをご覧下さい。

・ＵＲＬ：http://www.l-north.jp/katsuyaku/

・担 当：北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室 緯011－206－6954

主 催

つべつ産業まつり実行委員会

問い合わせ先（事務局）

ＪＡつべつ管理部管理課 緯76－3322

役場産業振興課 緯76－2151（内線261）

「北海道女性の活躍支援センター」出張相談会を実施します
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▲▼昨年の産業まつりの様子

日 時／10月16日（日）午前10時～午後２時30分

会 場／さんさん館( )及び町道105号線の一部津別町多目的
活動センター

農業委員会等に関する法律が平成27年9月4日に公布され，平成28年4月1日から施行されたことに伴

い、農業委員選挙が廃止となり町長による任命制へ変更されました。今回の改正に基づき、これまで以上に担

い手への農地集積・集約化や耕作放棄地発生防止へと努めていくことになります。

なお、津別町においては、平成29年4月15日より改正法による体制となります。

農業委員会等に関する法律の主な改正内容
１ 農業委員会の業務の重点化

農地法等に基づく許認可事務のほかに、「農地等の利用の最適化の推進」

として、次の項目が義務業務に位置付けられました。

（１）農業経営の規模拡大・農地等の集団化

（２）耕作放棄地の発生防止・解消

（３）農業への新規参入の促進

２ 農業委員の選出方法の変更

これまでの選挙制と選任制（議会・団体推薦）の併用がなくなり、推薦・応

募された方の中から議会の同意を経て町長が任命します（定数は１１名です）。

（１）推薦・募集時期・・・平成２８年１０月２５日（火）～１１月２５日（金）

（２）推薦・募集内容・・・「津別町農業委員会 委員募集要項」をご確認ください。

（３）推薦・応募方法・・・所定の様式に必要事項をご記入の上、津別町産業振興課農政グループへ提出願います。

※詳しい内容については、津別町役場産業振興課農政グループ又は津別町農業委員会までお問い合わせ下さ

い。なお、津別町農業委員会委員募集要項、津別町農業委員会の委員選任に関する規程（提出書類含む）

は津別町H.Pでもご覧いただけます。

※現在の農業委員は、法律の経過措置により、平成29年4月14日（任期満了日）まで在任されます。

問い合わせ先 津別町農業委員会事務局 緯76－2151 内線261


